
御　見　積　書
印紙税法第５条別表１の１７ No.
の規定により非課税

作成日

　　　　　　上 様
ほその司法書士事務所
〒１９１－０００２
東京都日野市新町１－２－５６

　　　下記のとおり御見積申し上げます。 サニーハイム２０１
　　　　　　東京司法書士会会員 TEL　０４２－８４３－４６７１
　　　簡裁訴訟代理権認定司法書士 FAX ０４２－５８９－７６５２

　　　　　　　細　野　隆 一

合計金額（消費税込） \123,310 \123,000

手続の代理・書類作成等 単 価 数 量 金 額 備 考

取締役、監査役及び代取の変更登記 9,000 9,000 監査役廃止の登記も含む

取締役会の廃止の登記 6,000 6,000

株式譲渡制限の規定変更 8,000 8,000

株券不発行の旨の登記 6,000 6,000

書類作成費など 20,000 20,000 新法適合定款再製費を含む

登記事項証明書 800 1 800 2通目以降は1通600円。

小 計 49,800

上記費用には、依頼人先、法務局 消費税 2,490
への出張費は含まれておりません。 報酬計 52,290 ①

登 録 免 許 税 ・ 印 紙 税 等 単 価 数 量 金 額 備 考

役員変更登記 10,000 10,000 監査役廃止の登記も含む

取締役会廃止の登記 30,000 30,000

譲渡制限の変更、株券不発行など 30,000 30,000 何項目申請しても同じです。

登記印紙代、郵送費ほか諸費用 5,000

経費計 75,000 ②
登記印紙代や郵送費などの諸費用は 127,290 ①＋②
案件により異なります。 税 金 3,980 ③源泉所得税額
あくまでも目安として下さい。

総合計 123,310 ①＋②－③

上記価格は、一応の目安です。

お受けするお仕事の内容により、費用は増減いたしますので予めご了承下さい。

登記事項の新設、変更、廃止の登記は、まとめて申請すると登録免許税の節約になります。
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